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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個
人
番
号
カ
ー
ド
）
は
、

桁
の
個
人
番
号
が
入
っ
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
カ
ー

ド
で
、
身
分
証
明
書
と
し
て
使
用
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
が
備
わ
っ
て
い
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
申
請
す
る
方
法
や
、
今
年
度
か
ら
サ
ー
ビ
ス
が
ス
タ
ー
ト
す
る
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト

な
ど
の
お
得
な
使
い
方
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

【
総
務
課
】

ス
マ





か











！




















マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
は
と
て
も
簡
単
で
、
郵
便
、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、
パ
ソ
コ
ン
、
証
明
用
写
真
機
（
対
応
機
種

の
み
）
の

つ
の
方
法
か
ら
選
ん
で
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

今
回
は
、
最
も
簡
単
で
お
勧
め
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
の

申
請
方
法
を
ご
紹
介
し
ま
す
。



申
請
用
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
で

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
登
録

申請方法は

以下の４つ！

・■

マーン■

ン■

・■

イ

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
交
付
申
請
書
の

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み
取
る

交付申請書

ＱＲコドを読み

取・

交
付
申
請
書
を
な
く
し
た
人
は
、
市
役
所

窓
口
で
再
発
行
が
で
き
ま
す
。





ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
顔
写
真
を
撮
影

・

・ご
家
族
な
ど
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
で

も
申
請
で
き
ま
す
。





このマイナンバーカード ・ま

カ

ド
の


・











Ｒコ

・

マイナちゃん
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お









い




申
請


用
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
の




が

い
た
ら
、



を




・


を

・
し
て
申
請




・

が
っ
た
カ
ー
ド
は
、


カ




市
役
所
で

け


ま
す
。








窓
口
で
も

け

・

能

で
す
。







窓
口
の


は
・


の




を
ご
・
く
だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド


す
る
お

い

わ


市
・
課

・


・
・
・
・
（
・




）

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト


す
る
お

い

わ



・
課

・


・
・
・
・
（
・

・


）


マ








・
ス



・


か

ス
・


！


マ











た



・


・
・





！


マ




・



・
！






・
・
！

マ








・
・
・



マ

ー
や


コ
ー
ド
・

な
ど

の


ッ


レ
ス
・

サ
ー
ビ
ス
の


用
で
、
・
・

の
チ

ー

ま
た
は

い


を
す
る
と
、











・
の
ポ
イ
ン
ト
が
も
ら

る

マ
イ
ナ
ポ

イ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス

が
、




か
ら


ま
・
ま
す
。

も
ら
っ
た
ポ
イ
ン
ト
は
、


ッ


レ
ス
・

で
の

い



用
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
使
っ
て
、
コ
ン
ビ


ン
ス
ス
ト

ア
な
ど
で
、

・
・
の
写
し
な
ど
の
交
付
を

け
る
こ
と
が
で

き
る

コ
ン
ビ

交
付

。
こ
の
サ
ー
ビ
ス
は
、

・
市
・



ら



の




で

用
す
る
こ
と
が
で
き
、
市
役
所

が

い
て
い
な
い



で
も

用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。





か
ら
は
、

・
で

め
て
、
コ
ン
ビ

交
付
の
発

行



が
・




く
な
・
ま
す
。

ご

用


は
、



す
る
も
の
は







、




・
は




を

わ




分



ま
で
と
な

・
ま
す
。
（
い


も
年
・
年

を

く
）


・
・


る

・


ー







ー

ー























ー



マ
イ
ナ
ン
バ

カ

ド
の
お
得
な
使
い
方



コンビ交付は





・・ の写し

・登録証明書

課証明書

所得証明書

所得課証明書

の ・の写し

証明書

個人証明書

■交付・書・・

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

申
請



得




し
た

４

の




を
入




ア
プ

の




っ
て

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を


み

・



マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
ア
プ

を


・
ン

ー
ド





■

イ イ イ イ

・の
マイナイン

使・ ・・・





・









・
！

・

は

ち
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■










・
ち





・


の






は




で



を
明
る
く
す
る



の




が
行
わ

ま
す
。

・
市
で
も
・
年



を
明
る
く
す
る



の
行


を

け
、


・
・


・




と


・


・




の


が


と
な
・
、


・

と


・



す
る

発


を
行
っ
て
い
ま
す
。【





課
】





・


・




・



を
明
る
く
す
る



は
、


や

行
の
・

と


を


し
た
人
た

の



つ
い
て
、
す

て
の

・
の


を

め
、



の
な
い




を

こ
う
と
す
る



な


で
す
。
今
年

で

回
を
・

ま
す
。


・

年
、


の

・
し
た





た

ど
も
た

の

・

を
・
・
し
た




の
・


の


が

行
の

・
な
ど
を

く



て


し
た



フ

ア
ー

が
こ
の


の

機
と
な
っ
て

い
ま
す
。


・

年




を
明
る
く
す
る



と
・
付
け
て


、
法
務


が

・
し
、
・
年


を




と
し
て




で

発
や

・



が


さ

て
い
ま
す
。


な

の
ま
な
・





・



・


・


レ
ビ
や


で
は
、
・

の

う







の


ー
ス

が
・
・
さ

て
い
ま
す
。


で


な
・
ら
し
は
す

て
の
人
の

・
み
で
す
。


や

行
を
な
く
す
た
め

は
ど
う
す



い
の
で

し

う
か
。


・

ま
・
を


し
て
、

を

し
た
人
を


す
る
こ
と
も


・
で
す
。
し
か
し
、
・



う
と
・

し
た
人
を


で

け
入


て
い
く
こ
と
や
、


や

行
を
す
る
人
を

み

さ
な
い
家

や




く
・
を
す
る
こ
と
も
ま
た
、
と
て
も


な
こ
と
な
の
で
す
。



や

行
の
な
い


で


な
・
ら
し
を
か
な

る
た
め

、

今
、

が

め
ら

て
い
る
の
か
、

分
は

が
で
き
る
の
か
を



て
み
ま

ん
か
。

今
年
度
は
、


コ

ナ
・
イ
ル
ス





・

の
た
め
、




の

・



を
し
て
お
・
、





・
年

発



で


し
て
い
る
市
・



・










・
を


し
ま
し
た
。


・
・


・



の


は
イ
ン
ス

タ

ラ

で
も

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。




を
明
る
く
す
る




・
・



・



で


し
て
く
だ
さ
い
。
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・・などの・は市・ ・の用 ・ をご・ください

コナ・イルスの影 ・などが・なる能が ・ ます

・ ・ ・

 ・

・個人・・のみ

  ・

申方法市から ・ ンドするか人または務所の

窓口る申・用 ・を入し・書・を付の人

お申し・みください

付郵も

・ しくはの

コドから

市

■ ・・・・

 ・  

行・・


・年また人で・をする人

行・・ ・年また人で・をする人

行・務・度



・・年 ・ を ・みの人

行・務

がい
・

・年また人で ・度の人がい

などの交付をけている人

行・ ・・ 年また人で ・・をする人

・ ・
・・年 ・ を ・みの人

をするまたは年度まで得 ・みの人

・個人

申方法の書・を務課してください

は郵または市から ・ ンドできます

申まで

家・証の写し所

・み証明書

・書所の

・市用申・書

最 ・の証明書・

証明書

■の・・
   ・

 ・ ・年また人で

家・得または得 ・みの人 ・・年



・ 

法お

・法
・

年また人で

家・得または得 ・みの人

 ・ ・年また人で

家・得

・・年

 ・

・
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7

8
月





7月

5





・




・



12














19



















23



















24


















26






・







8月

2














9





・





・



10











・



16














23







・










30





・




・













・



・






下
呂
市
森
８
０
１
‐

（
下
呂
市
民
会
館
内
）


‐
１
２
０
０

※
事
前
に
電
話
を
し
て
か
ら
お
越
し
く
だ

さ
い
。
（
予
約
は
で
き
ま
せ
ん
）

※休日診療所の担当医は、地上デジタル放送ぎふチャン（8ch）のデータ放送でもご覧いただけます。

健康医療課

市民課（国保係）

萩原保健センター

下呂保健センター

金山保健センター

小坂保健センター

52-1230

25-2680

32-4500

62-3443

53-2101

24-2222

・




月









は
、
受
診
券
等
を
７
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

※
平
日
に
受
診
で
き
な
い
人
は
下
呂
温
泉
病
院

の
日
曜
健
診
（
要
予
約
）
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

日
時
：
令
和
２
年
９
月

日
㈰
、

月

日
㈰

午
前
８
時

分
～

時
、
午
後
１
時
～
午
後
３
時

分

〇
地
域
の
公
民
館
な
ど
で
実
施
す
る

集
団
健
診
（
検
診
）
に
つ
い
て

集
団
健
診
（
検
診
）
は
予
約
不
要
で
す

が
、
今
年
度
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
対
策
の
た
め
、
対
象
地
区
、
受
付
時

間
を
細
か
く
指
定
し
て
実
施
し
ま
す
。

対
象
地
区
と
異
な
る
日
時
に
お
越
し
に

な
ら
れ
た
場
合
は
、
お
待
ち
い
た
だ
く
か
、

受
診
を
お
断
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

集
団
健
診
の
日
程
詳
細
等
に
つ
い
て

は
、
受
診
券
送
付
時
と
６
月
下
旬
の
自
治

会
配
布
時
に
ご
案
内
し
ま
す
。

〇
市
内
の
医
療
機
関
で
受
診
す
る

個
別
健
診
（
検
診
）
に
つ
い
て

市
内
の
医
療
機
関
で
受
診
す
る
場
合
は

予
約
が
必
要
で
す
。
予
約
は
受
診
券
が
お

手
元
に
届
い
て
か
ら
と
な
り
ま
す
。

予
約
期
限
、
予
約
受
付
時
間
が
医
療
機

関
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
の
で
、
受
診
券

に
同
封
の
案
内
を
よ
く
お
読
み
に
な
り
、

ご
自
身
で
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

〇
国
保
人
間
ド
ッ
ク
に
つ
い
て

下
呂
温
泉
病
院
ま
た
は
金
山
病
院
で
受

診
で
き
ま
す
。

受
診
を
希
望
す
る
人
は
、
医
療
機
関
へ

予
約
す
る
前
に
、
市
役
所
窓
口
で
申
請
が

必
要
で
す
。

申
請
方
法
に
つ
い
て
は
、
受
診
券
に
同

封
の
案
内
を
ご
覧
下
さ
い
。

国
保
特
定
健
診

国
保
人
間
ド
ッ
ク

す
こ
や
か
健
診

さ
わ
や
か
口
腔
健
診

が
ん
検
診
を
開
始
し
ま
す

健診（検診）の種類

集団健診

（ 検診）

医療機関での

個別健診

（ 検診）

国保人間

ドック

日 程内 容

国保特定健診

若者健診

すこやか健診

前立腺がん検診

肝炎ウイルス検診

風しん抗体検査

子宮頸がん検診

乳がん検診

胃がん検診（ バリウム）

肺がん（ 結核）検診

大腸がん検診

胃がん検診（ カメラ）

申込受付終了

国保特定健診

すこやか健診

さわやか口腔健診

歯周疾患検診

婦人科検診以外の

がん検診
（ 胃・大腸・ 肺・前立腺・肝炎 ※）
子宮頸がん検診

乳がん検診

下呂温泉病院・ 金山

病院で市の助成を

受けて受診する

人間ドック

令和２ 年

８月～９月

令和２年８月

～令和３年２月

令和２年８月

～令和３年２月

令和２年８月

～令和３年３月

令和２年６月
～令和３年３月

令和２年６月～令和３年３月

令和２年10 月

令和３年

１月～２月

令和２年
８月～10月



※医療機関での胃がん・ 肺がん検診は下呂温泉病院、
金山病院のみで受診できます。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
に

よ
り
延
期
し
て
い
ま
し
た
健
診
（
検
診
）

を
８
月
か
ら
実
施
し
ま
す
。
健
診
（
検
診
）

日
程
は
次
の
と
お
り
で
す
。

対
象
者
及
び
申
し
込
み
を
さ
れ
た
人
に

診
療
科
目

内
科
、
小
児
科

（
急
病
患
者
に
限
り
ま
す
）

診

療

日

日
曜
、
祝
日
、
年
末
年
始

診
療
時
間

午
前
９
時
～
午
後
３
時




・

・

午
前
８
時

分
～
午
後
２
時

分

※
受
診
の
際
は
、
必
ず
保
険
証
や
お
薬
手
帳
（
あ

る
場
合
）
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※
急
病
患
者
専
用
の
た
め
、
平
常
継
続
し
て
受

け
て
い
る
治
療
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

※
事
前
電
話
の
方
の
診
察
を
優
先
に
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
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７
月
は


・








日

・




の


に
よ
る


の





合
い



月
間
で
す
。



は
人
・

に

る

と
が
で
き

、


期



で
き
ま


。
病



が

な

で




を
必
要
と
す
る
方

は
、


さ

の


に
よ
る


で

・
れ
て

い
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の



で
、


、

く
の


会
場
が


と

な
り
、





の


が

・
に
・

・
な


が

い
て
お
り
ま
す
。



は
・
を


身

な






で
す
。
次
の
日
程
で



ス
が



し
ま
す
の
で
、

の
機
会
に
ご


を
お


い
い
た
し
ま
す
。


月
の


の
日



・
月
３
日
（

）








下
呂
市


下
呂




時
～

時


・
月

日
（

）
















時
～

時

分


時

分
～

時


日
程
等
は


に
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。



ス
の
日
程
は
、













の





・

で
ご

・
い
た
だ

ま
す
。



ス

の


を
お

い
し
ま
す
。
受

付
前
に
手
指

・
と

温

定
を
お


い
し
て
お
り
ま
す
。




受
付

・
は
、
下
呂
市
金
山






団
の

さ

に
ご


い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

下
呂
市
で
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
予

対
策
と
し
て

い

り

ス


を




・
配
布
し
ま
し
た
。
配
布

さ
れ
た

ス

に
不

合
が
ご

い
ま
し

た
ら
、
健

医
療


し
く
は


り
の




・
所
に
お

い
合
・

く
だ
さ
い
。

不

合
の
あ
る

ス

を
ご


い
た

だ
き
、
新
し
い

ス

と


さ

て
い

た
だ
き
ま
す
。
ま
た
、

ス

が
届
い
て

い
な
い
な

、
ご
不
・
な

が
ご

い
ま

し
た
ら
、
同

に
お

合

下
さ
い
。



期
限
に
つ
き
ま
し
て
は
、
７
月
・

と
さ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
・

封
の
配

布

ス

が
あ
り
ま
し
た
ら
不

合
が
な

い
か
、
ご

・
を
お

い
し
ま
す
。



・

の
３
つ
の

・
を






。

人

の
間

は
２


・

い
は





で

・



ク
の

用



の

ス



に
つ
い
て
は
、


症

に
な
ら
な
い
よ

、


ま
め
な

・




度
な





不
・
時
は
・

を
し

な
い


と
を



て
く
だ
さ
い
。

で 日はの日

・・ ・

人
間
の

の
細

は
、


が
な
い
と

き
て

い
く

と
が
で
き
ま


。

は


に
よ
っ
て


内
に


を

り

れ
、
・




を



す
る
と
い

・
要
な
役

を

た
し
て
い
ま
す
。

健

な

で
は


を
た
く
さ


っ
て
、



に

く

と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し


が

れ

る
な


に


が
あ
る
と
、


て



な

か
っ
た
り
、


る

れ



な
く
な
っ
た
り

し
て
、


不

を


し
、

が


不

と

な
り
ま
す
。

れ
を
・
で
は


を




が

不

し
て
い
る
と
・

し
、


に

っ
と



を
送
る
よ

に
・

ま
す
。

の
た
め
・




不

に
な
る
と
、


に
大
き
な
・

が
か
か
り
、


不

に
つ
な
が
る

と

あ
り
ま
す
。



は
、

が

手
に

く
ら

だ
り
し



だ
り
し
て
お

な
っ
て
い
る
・

で
は
あ
り

ま


。


・
を
は

め
と
す
る



が





・
す
る

と
で
、

・
が

き
、

れ

に
合
・

て

が

が
っ
た
り
し


だ
り
し
て



を
し
て
い
る
の
で
す
。

・
・
と
と

に


は

く
な
る
の
で
、

に



が
な
く
て

自

に

機

は

下
し
ま
す
。


機

の

下
は

年
・
を


す
る

と
に
よ

り


で
き
ま
す
。
自
・
の

が
健

な
人
の



に


す
る
か
を

す
の
が

年
・
で
、

年

・
が
実
年
・
よ
り


・

い
場
合
は
、





な

で


し


の
・

な

に

り



必
要
が
あ
り
ま
す
。
金
山
病
院
で

ス

イ
ロ




で



な

の
検

を

い
、

年
・
を



し
て
い
ま
す
。


機

の

下
は
・
・

か
り
で
な
く
、
さ
ま


ま
な
病

で



り
ま
す
。

れ
ら
の
病


の

く
は
治
療
に
よ
り
・

し
ま
す
が
、


コ

に
よ
る





（
・

・





）
は

が



さ
れ
治
療
し
て

元
に
は

り
ま


。


機

の

下
は
、


に





の







を
お

な


と
に
よ
っ
て
、
し
っ

か
り


が
で
き
る
よ

に
、

の
機

を

く


つ

と
を

指
し
ま
す
。
病

で
は
な
く
て

、




の
機

が

っ
て
い
る
人
は
、


を
し

て

の


を


ま
し


。

と

の



に
は

ら
か
の
関

が
あ
る
と
さ
れ
、

日
の



が

い
人




期
間
が

か
っ
た
と
い


・


あ
り
ま
す
。

・
・

を
・

し
た
ウ





・




は



を


る



な





の

つ
で
す
。

を

め
な
い
た

め
に
は
自


型








を
・

し

た



・
い
で
し


。

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
は


不

で
症

が



し
ま
す
。

機

に
異
・
が
あ
る
人
で
・
症


す
る

と
が

く
、

・
者
、


者
は

・
な



が
必
要
で
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
人

か
ら
人
へ
・
る
の
で
あ
っ
て
、
人
と
会
・
を
し
た

り
、
人
が

れ
た

の
に

れ
た
手
を
口
へ

っ

て
い
っ
た
り
し
な

れ

感
染
し
ま


。

ス


イ




は

の

に
い
ま
し


と
い



で
は
あ
り
ま


。
必
要

・
に
（
・



ル
）

人
に

・
く
な
と
い


と
で
、

地

な

人

が

な
い
地

で
は
、
人
に

・
か
な
い
限
り


に

て
自

の

で


で
き
る




を
・


し
な
い
手
は
あ
り
ま


。
コ
ロ
ナ
自

で


に
い
て


不

で

・



た
と
い

の
は



機

に
対
し
て



よ
く
な
い

と
で
す
。



・
、


症
に


な
が
ら
、
人
と
の

・

を
と
っ
た


で
、



ス

を

し
て
、


で
の



と
り
い
れ
て

を

か
し
、

機


を


て
、

が
て

る
・

に


ま
し


。

下
呂
市
・


病
院















し



ク
















し
















・






間
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訪問販売や不審な電話など消費生活

全般に関する苦情や問い合わせなど

に、専門的資格を持つ消費生活相談員

が応じます。

◆日毎月第2水曜日
10:00～15:00

◆・商工課
◆ ・・ 電話や面談

◆ ・無料

消費者行政担当職員による相談も

行っています。（平日8:00～17:15）

お気軽にご相談ください。

商工課 ☎24-2222内線162



・



国民健康保険ご加入の70歳から74

歳までの人がお持ちの高齢受給者証の

有効期限は、7月31日までです。

7月中に、新しい高齢受給者証を郵

送しますので、8月1日からお使いく

ださい。なお、古い受給者証はご自身

で破棄してください。

市民課 ☎24-2222内線123

・

・の



市民課 ☎24-2222内線110

・医療



現在お持ちの後期高齢者医療制度の

保険証（被保険者証）の有効期限は、

７月31日までです。

７月中に、新しい保険証（うすい青色）

を郵送しますので、8月1日からお使い

ください。なお、古い保険証はご自身

で破棄してください。　

◆・ ・
令和元年中の所得確定に伴い、本年

度の保険料額が決定しました。5月末

時点で75歳以上の人には、「後期高齢

者医療保険料額決定通知書」を7月中

旬頃に郵送します。保険料額や納付方

法についてご確認ください。

◆火災から就寝中の逃げ遅れを防ぐた
め、寝室や階段の天井などに、住宅用

火災警報器（住警器）を必ず設置してく

ださい。

◆あなたの家の住警器は、交換時期に
きていませんか？定期的に点検し、火

災時の警報音を確認しましょう。音が

鳴らない場合は、故障やバッテリー切

れの恐れがあります。住警器は、古く

なると電子部品の寿命や電池切れなど

で、火災を感知しなくなることがあるた

め、10年を目安に本体ごと交換するこ

とをお勧めします。

◆火災が起きた時、階段に煙が充満す
る場合があります。２階からの避難方

法などについて、日頃から家族で話し

合いましょう。



2.2m以下

正しく施工されていないブロック塀や

老朽化したブロック塀は、地震時に倒

壊して通行人に危害を及ぼす恐れがあ

るだけでなく、避難・救援活動の妨げ

になる可能性がありますので、日頃か

ら所有者の責任による適切な管理が必

要です。

気になる点が一つでもあれば、建築

士などの専門家に相談しましょう。

※詳細は市ホームページをご覧ください。

建築総務課 ☎53-2010内線116

の ・は

です



建設総務課 ☎53-2010内線116

 ・ ・

・の



これまでに発生した地震で、ブロッ

ク塀などの倒壊により死傷者が出てい

ます。市では、地震によるブロック塀

などの倒壊を未然に防止するため、公

道に面して設置されたブロック塀など

を撤去しようとする所有者に、撤去費

用などを補助します。

◆・
①対象となるブロック塀などの所有者
　（個人または法人）

②市税などの滞納がない人
③過去に同一敷地内において、本補助
制度を利用したことがない人

◆・
①公道に面し、塀から公道境界線まで
の距離が、その塀の公道地盤面から

の高さ以内であること。

②公道に面する60cm を超えるブロッ
ク塀などを撤去すること。またはブ

ロック塀などの高さを公道地盤面か

らの高さ60cm 以下に改修すること。

③市内業者または個人事業者が行う工
事であること。

※補助金などの詳細は、市ホームペー
ジをご覧いただくか建設総務課までお

問い合わせください。

▲補強コンクリートブロック塀のイメージ図

・上

（地）

長さ3.4m以下ごとに設置
（塀の高さ1.2m以下の場合はなくてよい）

縦横とも80cm以下の間隔

2.2m以下

南部リサイクルセンターと北部リサ

イクルセンターでは、１日に受け入れ

られるゴミの量に限りがあります。

南北リサイクルセンターへの持ち込

みは軽トラ１杯分程度までとし、それ

を超えるような場合は、下呂市クリー

ンセンターへ直接持ち込んでいただく

ようお願いします。

皆さまのご理解ご協力をお願いしま

す。　

下呂市クリーンセンター ☎26-3397

ごのす

い



・課

・は

の・

のい

・
ま
な
い
受
動

煙

を
な
く
す
た
め

市
民

の
皆
さ
ま
の
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
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市では「国」などの

で、のや ・ をし

ていただく員をしていま

す。員は制となっており、あ

らかじめされた人の中から、

ごとに ・ をさせていただきます。活

動期中は、・ 公務員の身分とな

り、員報がわれます。

活動期中の時は、ご自身で

してめられます。このに

員として活しませんか。



・20歳以上で、活動に障がない人

・責任をもって活動を行える人

・によって知りえた・ をれる人

・警・、、税務に直接関のない人

・活動に不適切な職業、・ 場、

でない人

・の・ ができる人

課 ☎24-2222内線284

・



・年市の

の・やなどの

用備はくをしている

は総務課までごください

・まで

総務課 ☎52-4800

の・・

い



障がいや気の期療、能

のために、医療関およ障害通所

援事業所へ通うを持つ保者に

対し、通・通所に必要な費の一部

を助します。



市内に在住し、身体障害者・療

・・ 障害者保健・自・

援医療（医療）受給者証・

・ 性定  医療受給者証の交

付を受けている満18歳未満の。



令和２年月～令和２年７月分

◆ ・すもの
①下呂市障がい交通費助事業助
金給書 ②通所証書また
は療細書（通時のみ）③ ・

性定  医療を受給している人

は受給者証のし

令和２年月１７日（月）

・

課（ ・ ・  内）

または地 ・ 事務所障がい

※お気軽にお問い合わせください。

課 ☎52-3936内線604

い・

のご



保険サーを利用するに必

要となる自 ・ 担合証を月１日に

新します。（年の入をもとに決

定します）

新後の・ 担合証は７月下旬発送

定です。新にるきは必

要ありません。

この・ 担合証は令和２年月１日

から令和年７月１日までの自 ・

担合を証するものになりますの

で、切に保管していただき、保

険サーを受けるは必ず事業所な

どにしてください。（新しい・ 担

合証は色です）

高齢課 ☎53-0153内線652

・担の



令和2年7月分からの国民年金保

険料のができます。入の

や業などにより保険料を納めるこ

とが難しい場合は、未納のままにしな

いで「・納付・ 」のきを行っ

てください。

また、新・ コロイル感の

で令和2年4月以の入が

した方は「・ 時 ・ 置・納付

・ 」のができます。な所得

込額 ・ の入が必要ですので、所

得の分かる給細のしなどをお持

ちください。

は2年1月までっ

て行えます。過去の未納保険料がある

場合はご相談ください。

※詳細は日本年金ホームページを
ご確認ください。

年金・・・イン

バーの分かるもの

（業を理・ にする人は用保険

受給資格者証、新・ コロを理・ に

する人は給細のしなども必要

です）



市民課・下呂以の ・ 事務所

市民課 ☎24-2222内線124

・ ・ ・の



の

での ・

1子どもと高齢者の交通事故防止

2道における行者の



3全ての ・ の・ートルトと ・

イル・・ートの正しい用の

4・ の

1120

７月１日から・ の業時

がわりました。

◆業日 通年業（365日）

◆業時 7:00～16:30
・ より、２時して、さらに

切がおめやすくなりました。

協が切販売業務を行

っていますので、ご利用ください。

市民活動課 ☎24-2222 内線254

・ ・の・

・また
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市・課・

のマイナ





下

 

 

 

・

 

 

 

の申請・の

証などの・人書・

おください

個人番号カドおいただ

くと申請がスです

申請の方が分からない人を対

申請のおいをします顔写真

を備しなくてもので撮影して

申請できます

の・の

カド交付の書はがきまた

は・書

証などの・人書・

おください

個人番号カドおの人のみ

・ ・カドおの人のみ

の窓口おけ

・をご ・の人はのま

で市・課までご・ください

申

・・・市番





・・・市番





・・・ ・市番





・・・ 市番

 



・・・ 市

番



・・・ 市番





・・・ 市

番



・・・ 市

番



申の

市がするお

応る人でること

市付すきなどがない

こと

をする能をしない

人年人または ・人

・人でのための ・な

を得ない人は入できまん

もしくは ・法行

を行うがる人などは入で

きまん



入しては市 ・

選・をごください

市 ・選・は ・市

や務課で ・できま

す

・つの応・がた

は選とな・ます

務課 ☎24-2222内線223

・地のご



はの
最課・用るどものなどの・

・・の・

・・



・

年 ・

号単身

家

課・

・の ・・



つ・のつ

・・年度さるのまつ・ついては

や・さるお・の ・ とを行おいてす

ることを・しました

・まつ・

るさとまつ・

・まつ・

・ ・まつ・

 

・の

の ・ い

のさんが再さました

・・

・

・・

とは方務法の

きのの・と

な人 ・の行使を・するた

めの・な機とし

てするのです

務

下呂市へのお問い合わせで、担

当部が不な場合は、・ 書・

報課へご相談ください。

問合・ 書・ 報課
☎24-2222内線261
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・
・・・・・

を・

・・ ・・・

・

・・

・を

・





・・・・

・



・

・・・る

・る

・・・

る・・・・・

る・・るを




・の・ マの・ ・ 

・ ・

人とのはできるだけ

・最ける

行くなら ・

・・いるときや

・ をするときはが

なくてもマスクを用

家たらまをう

いはかけてと

けんでう

をけては個

人でのはけて

対をけでう

はすいた所を

選

ンは人で

や応・は

分なか

ンライン

人または人ですいた



や ・の用

レと

きは

スス

！！

の度がいでマスクを用するとなるが ・ ます

・で人と分なが ・できるはマスクをはすうしましう
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・ 人が家のでナルマ

スクを製・しました分でマスクを・るうなても

らおうと ・ とがしてしたものでは

の使うを使用しています

たはののもと分で選んだで真マ

スクを製・ししかたプン ・ うまく ・ た

としく・・方を・ました

・マイ
のマ

でマスクを製・する年のた

 ・

・ 市・の ・ で・登・がま・まし

たコナ・イルス対として・なてか

らカ ・の・登・です・ では ・のや

市がるおはうございますとない

さつがこていましたはマスク用で登・し・・

ではチクを行うなど対がさました

・・！
下 ・ ・

たがと登・する ・

の・ー

・の・登・がまたからどもた

の・をける ・ ・を行ています

年・の・ ・・ がしてお・年はの・・

・が発したことから市市・・が

してこの・みのを・しました・はごと市・の

がしています・登 ・ の

なついては・が発行する ・だ ・ をご・ください

の・の・・

下

どものはの ・しています

この・をきかけやを行いなが

らどもの・を行うながら・のご

をお・いします 課 

下

いつもどもたかいけや・をいただき

・がとうございます・でき・まる

がで発しています今ものさま

る・をお・いします 

・ ・を録する ・ ・年の

・さん市役所
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・

 ・ーージ

.c. . .

・・の

・なも



はぎ ・

・

・





8





・・・

・・・・・る・

・・・

・・・ ・

下呂市・館・・館

み  

はわら書  み  み

・書  み  み

書 み  み 

・書の

いつも機がいい人のさな 真

・ののさてなんだう

・ 発イン ・ 

を 

からのらくらく家ごはん 

・め ・ 

ス家でおをめるののこ

をたら・てなさい

・ ・人のス明

とこと ・ パン・

・イ

の ・

方と 

の 

年 う

のカル ・人

・の 

 ・

たしのがるんだ ・

きしたいわけではないけど

いつでもと 口

・は ・の・です

・・ ・・

・・・

・・ド

・

は・・・

・・

・・

取



読み・・

み

書 み  み 



の ・申し・みついてがめらるもの・ます申・付は対号のカのからしで申・のは選

はで選しますできるだけのを ・したいため・ついてさていただくことが ・ます申・書 ・課・

■ ・・

・ ・・年

付



・

・

から





・年ま

または ・みの人

・年から年

までまた人また

は ・みの人をく

・しくは ・

をしてくださ

い

・・ 

・ ・・！



・・ の

・ ・ ・



・・ の

・ ・人

・ ・

・・ の

・ ・

イ・



・・ の

・・ の

所では用明

種 ・おイント

することをご ・ していますお

・までご・ください

・所

市・



・・ ・ の

カドン

ンなどの方法ついて法

・家または法書

できます



・総・

・市

方法



人た・分

法書・・

・

・ンタ



まで・

付

■ ・ ・つ

交お ・行法人

・対機では

・対し度の

をらた人対する介の

や ・交対する

付度などの ・務を行

ています

・はおいわください

・

・ 行法人 ・ 対機

ナスバ









交 ・トライ

ン

お年・年をく

と



2020. 7 GERO 14

の・

・チャンネル番号…12

・か

・

・ス

・・で！

個別レッスンだから初心者でも安心！

パソコン、 タブレット 、 スマート フォン

の操作をお教えします。

★無料パソコン教室のお知らせ★



時 間 



・人分

会 場 ・・トサビス

申 込付・てお申し・みください

は ・トサビスまたは ・のインタト

ご入さま・ます

申込・ 問合先 ・・トサビス 

付・く

・の・スポ

から ・の行まで市・の・

が・・の市・のための・・番

ですからお

き回・します

●週刊まめなかな（ 毎週水曜日更新）

こんは市役所です

市役所から・な・・や・などをおらします

今回は総務課から『 マイナンバーカード 』ついておら

します

なかしこども

市・のいいのこどものおともだを紹介します

今回は『 きたこども園』 を紹介します

〈 7 月のコーナー〉

・る・と ・はの・をいたします

●満天！ゆるりと下呂（ 毎月1 日更新）

時 分 月・ 水・ 金・ 日 火・ 木・ 土

7
0 週刊まめなかな・ テレビ回覧板

45 まめ体操

8
0 もっと！週刊まめなかな

30 下呂観光番組

9
0 週刊まめなかな・ テレビ回覧板

45 防災情報

10
0 スペースシャワーTV ジモテン！リターンズ

30 ディ ズニー あいラブせんりゅう

11
0 週刊まめなかな・ テレビ回覧板

45 エリアト ピックス

12
0 もっと！週刊まめなかな

30 岐阜県情報 わがまち再発見

13
0 週刊まめなかな・ テレビ回覧板

45 まめ体操

14
0 あいラブせんりゅう MTV

30 ジモテン！リターンズ スペースシャワーTV

15
0 週刊まめなかな・ テレビ回覧板

45 下呂観光番組

16
0 もっと！週刊まめなかな

30 わがまち再発見 ディ ズニー

17
0 週刊まめなかな・ テレビ回覧板

45 エリアト ピックス

18

0

ぎふわっか
緑の話を聞け！

15

30
岐阜県情報

45 下呂ネット インフォメーショ ン

19

0
週刊まめなかな・ テレビ回覧板

防災情報

※火曜のみ
15 【 生】ぎふわっか※火曜のみ45 防災情報

20
0 もっと！週刊まめなかな

30 下呂観光番組

21
0 週刊まめなかな・ テレビ回覧板

45 まめ体操

22

0
緑の話を聞け！

ぎふわっか15

30
MTV

45 下呂ネッ ト インフォメーショ ン

23
0 週刊まめなかな・ テレビ回覧板

45 エリアト ピックス

0～6 0 お買い物情報

番はなし・するが ・ ます

メールFAX

ハガキ・市

・・トサビス

いのもお・と・をご入ください

・・かかる個人・・は・ ・は使用しまん

市・の務所窓口でも・をしています

・・ のまでご・お・い

します

・い・

ー・集いま



ＣＯＶ Ｅ Ｒ －今月の表紙－

スマホでかんたんに

申請できるマイナン

バーカード 。 7 月か

らはコンビニ交付が

お得に、 9 月からは

マイナポイント サー

ビスがスタート しま

す。 この機会にマイ

ナンバーカード を

作ってみませんか？

作戦

新型コロナウイルス感染拡大防止対策
下呂市ガバメント クラウド ファンディ ング

ご支援
お願い
します
！

目標額：２ ０ ０ 万円 受付期間：令和2年7月31日㈮まで

・・・ま

飲食店への地域消費を促すため、「 プレミ アム食事券」 を発行し販売します。

▷医療・福祉施設従事者への感謝
医療や福祉施設従事者に感謝の意を表し、市内で利用できる「 商品券」を配布します。

▷ひとり親家庭への支援
ひとり親家庭を支援するため、 市内で利用できる「 商品券」 を配布します。

■ご支援いただいた寄付金の使い道

※クラウドファンディングは、インターネットなどで特定の活動に賛同する人から広く支援を募る仕組みです。※ガバメントクラウドファンディングは、ふるさと納税制度を活用して行いますが、市民は返礼品を受け取れません。

新型コロナウイルス感染症により、 観光の街、 下呂市は大きな打撃を受けています。

そう した状況の中、 市民の皆さまから「 自分たちで何か支援できないか」 という声をいただ

きました。 その温かい気持ちをカタチにするため、下呂市ふるさと納税制度を活用したクラウ

ドファンディ ング「 げろ作戦」 を実施することになりました。

【問合先】市民活動推進課（ふるさと寄付担当 ☎）　24-2222（内線255・254）

ふるさと納税ポータルサイト 「 ふるさとチョ イス」 内の申し込みフォームをご利用いただく か、

お近く の振興事務所または市民活動推進課にて「 下呂市ふるさと寄附申出書」 をご記入く ださい。

【寄付の申込方法】

ふるさと納税ポータルサイト からはクレジット カードなどでの払い込みができます。

また、 市役所窓口や金融機関での納付書による払い込みもできます。

【寄付金の払い込み方法】 「げろ作戦」

ーこら

■「げろ作戦」への参加方法

下呂  

下呂市
Ｌ Ｉ ＮＥ公式アカウント はじめました！

Ｉ Ｄ検索 @

のだからまたをスキャン

ししだ！

ＬＩＮＥで下呂市メールが受信できるようになりました！
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